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令和５年度第３四半期の間に実施した原子力規制検査（原子力施

設安全及び放射線安全に係る基本検査）の結果の通知について 

 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第６１条の２の２第１項の規定に基づく令和５年度第３四半期の間

に実施した原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）

の結果について、同条第９項の規定に基づき、別添のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

公立大学法人大阪 

大阪公立大学 杉本地区事業所 

（非該当使用施設） 

令和５年度(第３四半期) 

原子力規制検査報告書 

（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査） 
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１．実施概要 

（１）事業者名：公立大学法人大阪 

（２）事業所名：大阪公立大学 杉本地区事業所 

（３）検査期間：令和５年 11 月 16 日 

（４）検査実施者：原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門 

小野 真人 

 
 
２．検査結果 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実

施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関

する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実

際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。

ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 

第３四半期の結果は、以下のとおりである。 

 

２．１ 検査指摘事項等 

検査指摘事項等なし 

 

２．２ 検査継続案件 

検査継続案件なし 

 

 

３．検査内容 

３．１ 日常検査 

（１）BZ2010 非該当使用者等 

検査項目 非該当使用者等 

検査対象 

１）品質管理の実施状況 

２）管理区域への出入管理に関する管理状況 

３）施設の管理状況 

４）核燃料物質の貯蔵状況 

５）管理区域及び周辺監視区域の設定状況 

６）記録の管理状況 

 

３．２ チーム検査 

なし 
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別添１ 確認資料 
１ 日常検査 

（１）BZ2010 非該当使用者等 

検査項目 非該当使用者等 

資料名 

・実効線量及び等価線量算定記録 

・核燃料物質貯蔵施設放射線管理記録 

・核燃料物質保管状況リスト 

・放射性同位元素等の取扱者に対する教育及び訓練の実施について 

・核燃料物質取扱者に対する教育訓練受講票 

 

 

２ チーム検査 

なし 

 


